
1 
 

社会情勢の変化を踏まえた基本構想改定の方針 

１ 文京区バリアフリー基本構想の概要と改定 

（１）バリアフリー基本構想とは 

本区では、平成 27 年度に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリ

アフリー法」という。）」に基づく「文京区バリアフリー基本構想（以下「現行基本構想」という。）」を策

定しました。 

バリアフリー基本構想とは、バリアフリー法第２５条に基づき、区市町村が定めるものです。 

バリアフリー基本構想制度は、高齢者、障害者等が利用する施設が集積し、その間の移動が通常

徒歩で行われる地区において、重点的かつ一体的なバリアフリーを推進することをねらいとしてお

り、これによりだれもが暮らしやすいまちづくりを進めることにつながります。 

バリアフリー基本構想では、バリアフリー法に基づき、以下の内容を明示することが定められてお

り、現行基本構想においても、この内容に基づき作成しています。 

 

表 バリアフリー基本構想で定める事項 

項 目 内 容 

①重点整備地区における移動

等円滑化の基本方針 

バリアフリー基本構想作成の背景・理由や移動等円滑

化の基本的な考え方など 

②重点整備地区の位置・区域 重点整備地区の範囲や境界設定の考え方 

③生活関連施設・生活関連経路

とこれらにおける移動等円滑

化に関する事項 

生活関連施設・生活関連経路の選定や施設の整備方針

など 

④実施すべき特定事業その他

の事業に関する事項 

公共交通・道路・路外駐車場・都市公園・建築物・交通安

全特定事業、その他事業 

⑤その他の事項 

ソフト施策（心のバリアフリーの推進、情報提供、マナー

の向上等）、地域特性に応じた施策、バリアフリー基本

構想作成後の事業推進方法等についてなど 

 

 
 

図 バリアフリー基本構想制度のイメージ 
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（２）現行基本構想の位置づけ 

現行基本構想は、区のまちづくりの方針を示す文京区都市マスタープランを踏まえ、バリアフリー

のまちづくりに関する総合的な区施策の方向性を示すとともに、法に基づき事業の進捗を図ること

を目指すものです。また、関連する、区や都の施策と連携・整合を図るとともに、「交通政策基本法」、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）」等の関連

法の考え方を反映した構想として策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

図 現行基本構想の位置づけ 

（３）現行基本構想の改定 

現行基本構想では、「点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げよう」の目標のもと、お

おむね 10年後の令和 7年度を目標年次として取組を推進することとしています。 

現行基本構想の検討にあたり、区全体に共通するバリアフリー課題や地域特性を踏まえた構想と

するため、文京区都市マスタープランに示す５地区（都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山

の手地域中央、山の手地域西部）それぞれをバリアフリー法に基づく重点整備地区に設定し、移動等

円滑化に向けた配慮事項や、重点整備地区別の基本方針を設定しました。 

その方針に基づき、バリアフリー化を具体化

するため、バリアフリー化のために実施する事

業（特定事業）を重点整備地区別にとりまとめ

た重点整備地区別計画（以下「地区別計画」と

いう。）を検討しました。平成 28 年度には「文

京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計

画【都心地域・下町隣接地域】」を、平成 29 年

度には「文京区バリアフリー基本構想重点整備

地区別計画【山の手地域（東部・中央・西部）】」

を策定しました。 

現行基本構想は、令和 7 年度を目標年次と

していることから、さらなるバリアフリー化の

促進に向けて、令和 7 年度に現行基本構想の

評価及び改定を実施します。さらに、令和 8年

度には地区別計画を改定します。 

表 これまでの検討経緯 

時 期 内 容 
平成 18年 12月 バリアフリー法の施行 
平成 28年 3月 文京区バリアフリー基本構想の策定 

平成 29年 3月 
文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画 
【都心地域・下町隣接地域】の策定 

平成 30年 3月 
文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画 
【山の手地域（東部・中央・西部）】の策定 

平成 30年度 
～令和 6年度 

毎年度、各施設設置管理者等に事業の進捗状況を確認し、 
進捗状況の概要を公表 

令和 5年 3月 文京区バリアフリー基本構想 中間評価のとりまとめ 

図 重点整備地区（５地区） 

文京区基本構想（「文の京」総合戦略） 

文京区都市マスタープラン 

文京区 

バリアフリー 

基本構想 

関連計画・条例等 
・文の京ハートフルプラン 
・案内標識等統一化計画 
・コミュニティ道路整備計画 

・交通安全計画 
・まちづくり基本計画 
・市街地再開発事業 

・東京都福祉のまちづくり条例 
・東京都長期ビジョン 等 

連携 

整合 

基づく 

交通政策基本法 

障害者差別解消法 等 
反映 
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２ 社会情勢の変化 

現行基本構想の策定以降、バリアフリー法の改正や関連法の制定など、バリアフリーを取り巻く社

会情勢が変化しています。 

令和 7 年度に改定するバリアフリー基本構想（以下「改定基本構想」という。）では、これらの内容

を十分に踏まえた検討が必要です。 

（１）バリアフリー法の改正 

平成 30 年にバリアフリー法が改正され、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明記して基

本理念が示されるとともに、新たに「移動等円滑化促進方針（以下「マスタープラン」という。）」の枠

組みが設けられました。マスタープランでは、具体的なバリアフリー化事業の位置づけが困難な地区

においても、多様な視点から方針を示すことができる枠組みとなっています。 

また、令和 2 年の改正では、心のバリアフリーのさらなる推進（教育啓発特定事業の追加）やバリ

アフリー情報の収集に関する事項が明記されたほか、公共交通事業者に対するソフト基準（役務の

提供）や利用者への広報・啓発など、ソフト施策に関する記載の充実が図られています。 

さらに、各種移動等円滑化基準やガイドラインの改正も進められ、これに合わせて東京都の条例

等も改正されています。 

国の定める移動等円滑化の促進に関する基本方針は、各施設等のバリアフリー化の目標を令和 7

年度末までと定めているため、令和 8年度以降の目標更新等について留意が必要です。 

（２）関連法の制定 

現行基本構想策定後、平成 28 年には「障害者差別解消法」（令和 3 年の改正により合理的配慮

の提供が義務化）、平成30年には「ユニバーサルデザイン社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ

一体的な推進に関する法律（以下「ユニバーサル社会実現推進法」という。）」が施行されるなど、互

いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現の重要性はますます高まっています。 

（３）文京区の新たな条例の制定 

本区では、令和６年に「文京区手話言語条例」及び「文京区障害者による情報の取得及び利用並び

に意思疎通の促進に関する条例」を制定し、全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現を目指しています。 

３ 改定方針 

上記の社会情勢の変化を踏まえ、現行基本構想の改定方針を示します。 

⚫ 現行基本構想及び地区別計画では、区内全域を重点整備地区に設定しており、移動等円滑

化に向けた配慮事項や、重点整備地区別の基本方針を設定しています。これを踏襲しつつ、

各種基準やガイドラインが充実した点や国の定める移動等円滑化の促進に関する基本方針

の目標更新などに留意した上で、改定基本構想を検討します。 

⚫ 現行基本構想及び地区別計画で示した心のバリアフリー、情報のバリアフリー等の推進に向

けた具体的な事業やソフト施策について、福祉・教育等の取組との連携を図りながら、さら

なる充実に向けて検討します。 

⚫ 現行基本構想の検討時に実施したアンケート調査や地域懇談会等について、改定基本構想

の検討時にも実施することで、現行基本構想の成果や課題を把握し、現行基本構想の最終

評価や改定基本構想に反映します。 
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４ 改定に向けたスケジュール 

今年度の基本構想改定に向けたスケジュールを以下に示します。 

改定基本構想は、本協議会を中心に、アンケート調査や地域懇談会の実施により、現行基本構想

の評価や新たな課題等を把握した上で改定します。 

R７ 
4月  

5月  

6月  

7月  

8月  

9月  

10月  

11月  

12月  

R８ 
1月 

 

 

2月  

3月 文京区バリアフリー基本構想の改定 

４月 
以降 

文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画の改定（令和８年度） 

（特定事業等の検討、まち歩きワークショップの実施等） 
 

  

改
定
基
本
構
想
の
検
討 

第２回協議会 

地域懇談会 

（５地区） 

第１回協議会 

【議題】 
・社会情勢の変化を踏ま
えた改定方針 
・アンケート調査・地域懇
談会の実施方針 

第３回協議会 

【議題案】 
・特定事業等の進捗状況 
・アンケート調査・地域懇談会の結果報告 
・区の概況や調査結果を踏まえた改定方針 
・生活関連施設・生活関連経路の見直し 
・移動等円滑化に関する事項の見直し 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

（障
害
者
・高
齢
者
団
体
含
む
） 

第４回協議会 

【議題案】 
・現行基本構想の最終評価 
・改定基本構想（素案） 
 

【議題案】 
・改定基本構想（案） 
・次年度の進め方（まち歩きワークショッ
プの実施方針等） 

 

心のバリアフリー

ワークショップ 

パブリックコメント 

※各協議会の前に、庁内検討会議を実施します。 
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＜参考＞バリアフリー法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリー法の概要  
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＜参考＞移動等円滑化に関する主な基準等 

表 移動等円滑化に関する主な基準等 

種別 項目 名称 所管等/作成年月 

移
動
等
円
滑
化
基
準 

公共交通 
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設
備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関
する基準（公共交通移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 
令和４年３月改正 

道  路 

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留
施設を使用した役務の提供の方法に関する基準 
（道路移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 
令和３年３月改正 

移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準 
国土交通省【省令】 
令和３年１月改正 

公  園 
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準
（都市公園移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 
平成２４年３月改正 

建 築 物 

移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に
関する基準（建築物移動等円滑化基準） 

国土交通省【政令】 
令和６年６月改正 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導す
べき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準 
（建築物移動等円滑化誘導基準） 

国土交通省【省令】 
令和４年３月改正 

交通安全 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関
する基準 

国家公安委員会【規則】 
令和５年７月 

駐 車 場 
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に
関する基準（路外駐車場移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 
平成１８年１２月 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等 

公共交通 

公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン  
バリアフリー整備ガイドライン〔旅客施設編〕 

国土交通省 
令和６年３月改訂 

公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン 
バリアフリー整備ガイドライン〔車両等編〕 

国土交通省 
令和６年３月改訂 

公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン  
バリアフリー整備ガイドライン〔役務編〕 

国土交通省 
令和６年３月改訂 

駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン 
国土交通省 
令和４年７月 

道  路 道路の移動等円滑化に関するガイドライン 
国土交通省 

令和６年１月改定 

公  園 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 
国土交通省 

令和４年３月改訂 

建 築 物 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 
国土交通省 

令和３年３月改訂 

駐車場 車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン 
国土交通省 
令和５年３月 

教育啓発 教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン 
国土交通省 
令和４年３月 

条
例
等 

公共交通・ 
道路・公園・ 
建築物等 

東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル 
東京都 

令和５年１０月改訂 

道  路 都道における移動等円滑化の基準に関する条例 
東京都 

令和３年１０月 

公  園 東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例 
東京都 

平成２４年１２月 

建 築 物 
高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 
（建築物バリアフリー条例） 

東京都 
令和５年３月改正 

交通安全 
東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機
等の基準に関する条例 

東京都 
令和５年６月 

駐 車 場 
東京都駐車場条例 

東京都 
令和４年３月改正 

障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン 
東京都 

平成２５年８月 
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＜参考＞国の定める「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の概要 

国の定める「移動等円滑化の促進に関する基本方針」は、バリアフリー法に基づき、バリアフリー化

を総合的かつ計画的に推進するため、各施設等のバリアフリー化の目標等を定めています。 

 

表 各施設等の移動等円滑化の目標（船舶及び航空に関するものは省略） 

施設・車両等 令和７年度末までの目標（全国値） 

鉄軌道 

鉄軌道駅 

・3,000人以上/日及び基本構想の生活関連施設に位

置付けられた2,000人以上/日の施設を原則100% 

・利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 

・大規模駅ではバリアフリールートの複数化 

・可能な限りプラットホームと車両乗降口の段差・隙

間の縮小 

 
ホームドア・ 
可動式ホーム柵 

・全体で 3,000番線 

・10万人/日以上の駅は 800番線 

鉄軌道車両 ・約 70% 

バス 

バスターミナル 

・3,000人以上/日及び基本構想の生活関連施設に位

置付けられた2,000人以上/日の施設を原則100% 

・利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 

乗合バス 

ノンステップバス ・約80%（リフト付きバス等を除く） 

リフト付きバス等 
・適用除外認定車両の約 25% 

・指定空港への路線のバリアフリー車両導入50% 

貸切バス リフト付きバス等 ・約 2,100台 

タクシー 福祉タクシー車両 

・約 90,000台 

・各都道府県における総車両数の 25%をユニバー

サルデザインタクシー※とする 

道路 
重点整備地区内の主要な生活関連経

路を構成する道路 
・約 70% 

都市公園 

特定公園施設（園路・広場） 
・2ha以上の施設の約 70% 

・利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 

駐車場 
・2ha以上の施設の約 60% 

・利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 

便所 
・2ha以上の施設の約 70% 

・利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 

路外駐車場 特定路外駐車場 ・約 75% 

建築物 
不特定多数の者等が利用する建築物

（2000㎡以上の特別特定建築物） 

・約 67% 

・床面積の合計が2000㎡未満の施設のバリアフリ

ー化促進 

※公立小学校等は文部科学省の目標に沿ってバリ

アフリー化を実施 

信号機等 
主要な生活関連経路を構成する道路

に設置されている信号機等 

・道路・交通の状況に応じ必要な部分について 

原則 100%（音響式・エスコートゾーン） 

基本構想等 
マスタープランの作成 ・約 350自治体 

基本構想の作成 ・約 450自治体 

心のバリアフリー 

・「心のバリアフリー」の用語の認知度を約 50％ 

・高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができて

いる人の割合を原則 100％ 

 

 

（バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について（最終とりまとめ）（国土交通省）から作成） 
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＜参考＞障害者差別解消法 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理

由とする差別の解消を推進することを目的として、平成２５年６月に制定（令和 3 年改定）されまし

た。（以下、内閣府のパンフレットを抜粋） 
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＜参考＞ユニバーサル社会実現推進法の概要（国土交通省資料より） 

  



13 
 

＜参考＞文京区手話言語条例 
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＜参考＞文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例 
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